
【課税標準】㋖、㋗
税額計算の基礎となる額です。各種の所得を合算して所得割を計算する「総合課税」
と、他の所得とは区別し個別の計算方法で計算する「分離課税」があります。
＜総合課税＞㋖：総所得③＝「㋓：総所得金額①」－「㋕：所得控除合計②」
＜分離課税＞㋗：以下参照

【所得】㋐～㋓
所得は、収入金額から必要経費に相当する額を差し引いて計算します。

㋐：給与収入額から給与所得控除額（※１）及び所得金額調整控除額
（※２）を引いた額が給与所得（所得金額調整控除後）です。
※１ 給与所得者は、必要経費に代わるものとして、収入金額に応じて給与所得控除

額を計算します。
※２ 要件に該当する場合、計算されます。 詳しくはホームページ等をご覧ください。

㋑：主たる給与以外の総合課税分の所得があれば、その合計額が表
示され、㋒：「主たる給与以外の合計所得区分」の該当箇所に『＊』印
が表示されます。

㋓：総所得金額①は給与所得（所得金額調整控除後）とその他の所得
計を合算したものが表示されます。（㋐＋㋑＝㋓）

給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定（変更）通知書（納税義務者用）の見方
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この通知書は、特別徴収義務者
（給与支払者）を通じて配付されま
す。厚木市では個人情報保護の
ため、圧着加工しています。
この通知書は再交付することが
できません。紛失した場合で所得
金額等を証明する必要がある場
合は、課税証明書を取得してくだ
さい。
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住宅控除 市 ○○円 県 ○○円 、 寄附控除 市 ○○円 県 ○○円
サ

㋚：（摘要）欄には、税額変更等の事由、充当額、住宅借入金等特別控除額、
寄附金税額控除額（ふるさと納税等）などが表示されます。

㋝：課税年度が表示され
ています。所得や所得控
除等の内容はその前年の
ものとなります。
例）令和８年度⇒令和７年分

山林所得 山林（立木）の伐採または譲渡による所得
分離短期譲渡 土地建物等の譲渡による所得（５年以下保有）
分離長期譲渡 土地建物等の譲渡による所得（５年超保有）
株式等の譲渡 株式等の有価証券の譲渡による所得
上場株式等の配当等 上場株式の配当等のうち申告分離課税を選択して申告した所得
先物取引 先物取引をし、差金等決済をしたときの所得

㋜：毎月の給与から差し引かれる
税額が表示されます。

お問い合わせの際は、
この通知書をお手元に
御用意ください。

お問い合わせの際は、
この通知書をお手元に
ご用意ください。

㋙：繰越損失があるとき
『＊』印が表示されます。

その場合、計算方法が裏
面の記載とは異なります。
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【人的控除の内訳（該当時『＊』又は人数）】㋘

【税額】㋛

エ

【所得控除】㋔・㋕

㋕：所得控除の合計②は所得控除㋔の合計額を表示しています。


